
－45－ 

２ 借入金 

 

（１）借入金の利用制度 

◇「信金・信組」が３割台半ば、「荒川区制度融資」が３割、「公的融資」が４社中１社、「何も利用

していない」が３割。 

問21 貴社は借入金について、現在、どのような制度を利用していますか。（○はいくつでも） 

ｎ＝1,045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信金・信組

荒川区制度融資

東京都や国民生活金融公庫などの公的融資

都市銀行

地銀・第二地銀

保険・年金基金

東京商工会議所マルケイ融資

ノンバンク

その他

何も利用していない

無回答

35.9

29.5

24.5

10.8

2.8

2.0

1.9

1.4

2.4

29.5

8.2

0 10 20 30 40 (%)



－46－ 

 
◇経営組織別 

 

回 

答 

数 

荒
川
区
制
度
融
資 

東
京
都
や
国
民
生
活
金
融

公
庫
な
ど
の
公
的
融
資 

東
京
商
工
会
議
所
マ
ル
ケ

イ
融
資 

都
市
銀
行 

地
銀
・
第
二
地
銀 

信
金
・
信
組 

保
険
・
年
金
基
金 

ノ
ン
バ
ン
ク 

そ
の
他 

何
も
利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

合 計 1045 308 256 20 113 29 375 21 15 25 308 86 
  100.0 29.5 24.5 1.9 10.8 2.8 35.9 2.0 1.4 2.4 29.5 8.2 

株式会社 309 113 120 9 87 21 162 6 3 6 45 7 
  100.0 36.6 38.8 2.9 28.2 6.8 52.4 1.9 1.0 1.9 14.6 2.3 

有限会社 370 147 106 7 18 7 133 7 6 13 80 28 
  100.0 39.7 28.6 1.9 4.9 1.9 35.9 1.9 1.6 3.5 21.6 7.6 
合資会社 4 2 2      -      - 1 3      -      -      -      -      - 
  100.0 50.0 50.0      -      - 25.0 75.0      -      -      -      -      - 
その他法人 1      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - 1 
  100.0      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - 100.0 
個人事業所 357 46 27 4 8      - 76 8 6 6 182 48 
  100.0 12.9 7.6 1.1 2.2      - 21.3 2.2 1.7 1.7 51.0 13.4 

 

経営組織別に現在利用している借入金について見ると、 

・全体的には、「荒川区制度融資」、「東京都や国民生活金融公庫などの公的融資」、「信金・信組」を

利用している割合が高い。 

・株式会社では、約２８％が「都市銀行」を利用しているのに対して、有限会社では約５％、個人事

業所では約２％であり、利用者は少ない。 

・個人事業所では、「何も利用していない」が約５１％であり、株式会社の約１５％、有限会社の約

２１％と比較して割合が高い。 

 

◇従業者数別 

 

回 

答 

数 
荒
川
区
制
度
融
資 

東
京
都
や
国
民
生
活
金
融

公
庫
な
ど
の
公
的
融
資 

東
京
商
工
会
議
所
マ
ル
ケ

イ
融
資 

都
市
銀
行 

地
銀
・
第
二
地
銀 

信
金
・
信
組 

保
険
・
年
金
基
金 

ノ
ン
バ
ン
ク 

そ
の
他 

何
も
利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

１～４人 690 169 111 10 23 7 182 15 10 17 268 73 
  100.0 24.5 16.1 1.4 3.3 1.0 26.4 2.2 1.4 2.5 38.8 10.6 
５～９人 205 90 77 3 27 9 101 3 2 7 28 6 
  100.0 43.9 37.6 1.5 13.2 4.4 49.3 1.5 1.0 3.4 13.7 2.9 
10～29 人 113 43 57 7 39 8 76 3 2 1 10 2 
  100.0 38.1 50.4 6.2 34.5 7.1 67.3 2.7 1.8 0.9 8.8 1.8 
30～49 人 17 6 6      - 14 5 7      -      -      - 1      - 
  100.0 35.3 35.3      - 82.4 29.4 41.2      -      -      - 5.9      - 
50～99 人 9      - 4      - 7      - 7      -      -      -      - 1 
  100.0      - 44.4      - 77.8      - 77.8      -      -      -      - 11.1 
100 人以上 4      -      -      - 3      -      -      -      -      -      - 1 
  100.0      -      -      - 75.0      -      -      -      -      -      - 25.0 

 

従業者数別に現在利用している借入金について見ると、 

 ・全体的には、「荒川区制度融資」、「東京都や国民生活金融公庫などの公的融資」、「信金・信組」を

利用している割合が高い。 

・１～４人の事業所では、「何も利用していない」が約３９％となっており、従業者数が増加するに

従い、この割合が低くなり、５０人以上の事業所ではない。 

・９人以下の事業所では、「荒川区制度融資」、「東京都や国民生活金融公庫などの公的融資」、「信金・

信組」を利用している割合が高く「都市銀行」を利用している割合は低いが、従業者数が増加する

に従い、「都市銀行」を利用している割合が高くなり、３０人以上の事業所では８０％前後の事業

所が利用している。 



－47－ 

（２）融資を受ける際の条件変更 

◇「金利を上げる」が１６％。「担保の追加」「繰上返済」「保証人の追加」が４～７％ 

問22 金融機関から直接融資を受けている場合、以下のような条件変更の話は出ましたか。 

（○はいくつでも） 

ｎ＝650  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇従業者数別 

 

回 

答 

企 
業 

数 

金
利
を
上
げ
る 

繰
上
返
済 

担
保
の
追
加 

保
証
人
の
追
加 

そ
の
他 

無
回
答 

合 計 650 106 31 45 24 29 310 
       - 16.3 4.8 6.9 3.7 4.5 47.7 
１～４人 349 40 16 17 14 20 208 
       - 11.5 4.6 4.9 4.0 5.7 59.6 
５～９人 171 22 8 14 8 6 69 
       - 12.9 4.7 8.2 4.7 3.5    40.4 
10～29 人 103 33 5 11 2 2 22 
       - 32.0 4.9 10.7 1.9 1.9 21.4 
30～49 人 16 8      - 2      -      - 5 
       -0 50.0      - 12.5      -      -    31.3 
50～99 人 8 3 2 1      - 1 1 
       - 37.5 25.0 12.5      - 12.5    12.5 

100 人以上 3      -      -      -      -      - 3 
       -      -      -      -      -      - 100.0 

  

従業者数別に金融機関からの条件変更の申し出について見ると、 

 ・従業者数が大きくなるほど、金融機関から金利引上げ等条件変更を求められており、１～４人の事

業所では、合わせて約３１％であるが、１０人以上の事業所では約５０％～７５％と高い割合とな

っている。 

金利を上げる

担保の追加

繰上返済

保証人の追加

その他

無回答

16.3

4.8

6.9

3.7

4.5

47.7

0 20 40 60
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（３）金融機関からの新規融資の状況（３年前比較） 

◇「断られた」が５％、「厳しくなった」が２割。「変化なし」は２割 

問23 ３年ほど前に比べて、金融機関からの新規直接融資は厳しくなりましたか。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇従業者数別 

 

回 

答 

数 

断
ら
れ
た 

非
常
に
厳
し
く
な
っ
た 

多
少
厳
し
く
な
っ
た 

変
化
な
し 

容
易
に
な
っ
た 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

合 計 1,045 51 93 105 220 19 300 257 
  100.0 4.9 8.9 1.0 21.1 1.8 28.7 24.6 
１～４人 690 35 50 48 101 5 238 213 
  100.0 5.1 7.2 7.0 14.6 0.7 34.5 30.9 
５～９人 205 7 21 32 71 6 45 23 
  100.0 3.4 10.2 15.6 34.6 2.9 22.0 11.2 
10～29 人 113 8 15 20 39 6 13 12 
  100.0 7.1 13.3 17.7 34.5 5.3 11.5 10.6 
30～49 人 17      - 4 2 4 2 3 2 
  100.0      - 23.5 11.8 23.5 11.8 17.6 11.8 
50～99 人 9      - 2 3 2      -      - 2 
  100.0      - 22.2 33.3 22.2      -      - 22.2 
100 人以上 4      -      -      - 3      -      - 1 
  100.0      -      -      - 75.0      -      - 25.0 

 

従業者数別に金融機関の融資姿勢を見ると、 

 ・従業者数が多くなるに従い、金融機関の融資姿勢が厳しくなる傾向にあり、１～４人の事業所では

「断られた」、「非常に厳しくなった」、「多少厳しくなった」の合計が約１９％であるのに対して、

１０人以上の事業所では３５％以上と、高い割合となっている。 
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1.8

断
ら
れ
た 

非
常
に
厳
し
く
な
っ
た 

多
少
厳
し
く
な
っ
た 

変
化
な
し 

容
易
に
な
っ
た 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

(%) ｎ 

 

(1,045) 
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（４）借入残高 

◇「200万円未満」が１割弱で、200万～1000万円未満が２割弱。「借入れはない」は４社中１社 

問24 貴社の現在の借入残高はどれくらいですか。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇従業者数別 

 

回 

答 

数 
２
０
０
万
円
未
満 

２
０
０
万
円
～
５
０
０
万
円
未
満 

５
０
０
万
円
～
１
千
万
円
未
満 

１
千
～
３
千
万
円
未
満 

３
千
～
５
千
万
円
未
満 

５
千
万
円
～
１
億
円
未
満 

１
億
円
超 

借
入
れ
は
な
い 

無
回
答 

合 計 1,045 93 87 106 145 58 73 77 244 162 
  100.0 8.9 8.3 10.1 13.9 5.6 7 7.4 23.3 15.5 
１～４人 690 82 68 74 75 24 15 7 209 136 
  100.0 11.9 9.9 10.7 10.9 3.5 2.2 1.0 30.3 19.7 
５～９人 205 9 16 29 54 20 29 14 21 13 
  100.0 4.4 7.8 14.1 26.3 9.8 14.1 6.8 10.2 6.3 
10～29 人 113 1 3 3 15 13 25 36 11 6 
  100.0 0.9 2.7 2.7 13.3 11.5 22.1 31.9 9.7 5.3 
30～49 人 17      -      -      - 1 1 4 9 1 1 
  100.0      -      -      - 5.9 5.9 23.5 52.9 5.9 5.9 
50～99 人 9      -      -      -      -      -      - 8      - 1 
  100.0      -      -      -      -      -      - 88.9      - 11.1 
100 人以上 4      -      -      -      -      -      - 2 1 1 
  100.0      -      -      -      -      -      - 50.0 25.0 25.0  
 

従業者数別に借入残高を見ると、 

 ・従業者数が増加するに従って、借入金残高が大きくなる傾向にあり、１～４人の事業所では、１千

万円未満の事業所が約３３％なのに対して、３０人以上の事業所では、借入れを行っているすべて

の事業所が１千万円以上となっている。 

 ・１～４人の事業所では、｢借り入れはない｣が約３０％であり、他の区分と比較して高い割合となっ

ている。 
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����������������������������������������8.9 8.3 5.6 7.0 7.4 23.3 15.510.1 13.9

二
百
万
円
未
満 

二
百
万
円
～
五
百
万
円

未
満 

五
百
円
～
１
千
万
円
未

満 １
千
～
３
千
万
円
未
満 

３
千
～
５
千
円
未
満 

５
千
万
円
～
１
億
円
未

満 １
億
円
超 

借
入
れ
は
な
い 

無
回
答 

(%) ｎ 

 

(1,045) 
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（５）長期借入金の金利 

◇融資を受けている事業所のうち、３％以上が半数強で、３％未満が半数弱 

問25 主たる金融機関から直接融資を受ける場合、新規長期借入金の金利はどれくらいですか。 

（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇経営組織別 

 
 

回 

答 

数 

4
.
0

％
以
上 

3
.
9
99

～ 
3
.5

％ 

3
.
4
99

～ 
3
.0

％ 

2
.
9
99

～ 
2
.5

％ 

2
.
4
99

～ 
2
.0

％ 

1
.
9
99

～ 
1
.5

％ 

1
.
4
99

％
以
下 

融
資
を
受
け
て
い
な
い

の
で
わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

合 計 1,045 56 64 101 68 85 39 14 321 297 

  100.0 5.4 6.1 9.7 6.5 8.1 3.7 1.3 30.7 28.4 

株式会社 309 26 25 43 35 47 21 3 68 41 

  100.0 8.4 8.1 13.9 11.3 15.2 6.8 1.0 22.0 13.3 

有限会社 370 18 30 38 20 24 15 4 102 119 

  100.0 4.9 8.1 10.3 5.4 6.5 4.1 1.1 27.6 32.2 

合資会社 4 1 1 1      -      -      -      - 1      - 

  100.0 25.0 25.0 25.0      -      -      -      - 25.0      - 

その他法人 1      -      -      -      -      -      -      -      - 1 

  100.0      -      -      -      -      -      -      -      - 100.0 

個人事業所 357 11 8 18 13 14 3 7 150 133 

  100.0 3.1 2.2 5.0 3.6 3.9 0.8 2.0 42.0 37.3 

 

経営組織別に長期借入金の金利水準を見ると、 

 ・株式会社では、融資を受けている事業所のうち、半数弱が３％以上、半数強が３％未満である。 

 ・有限会社では、融資を受けている事業所のうち、６割弱が３％以上、４割強が３％未満である。 

 ・個人事業所では、３％以上及び３％未満がそれぞれ半数である。 
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1.3

4.0
％
以
上 

3
.
9
9
9

～
3.5
％ 

3
.
4
9
9

～
3.0
％ 

2
.
9
9
9

～
2.5
％ 

2
.
4
9
9

～
2.0
％ 

1
.
9
9
9

～
1.5
％ 

1
.
4
9
9

％
以
下 

融
資
を
受
け
て
い
な
い

の
で
わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

(%) ｎ 

 

(1,045) 




